
講義 4

相談者に学ぶ 

家計相談支援のあり方 

―家計相談支援とは何か、 

その基本的なかたち― 
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2017年8月30日社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会に提供 

― 家計相談支援事業の利用者からのビデオレター２人のプロフイール ―

６４歳男性（障害があり自力では動けない７５歳の妻との２人暮らし） 

１．主訴

・ヤミ金の取立てが厳しく、所持金も食べ物もなく生活できない。

  ・家賃、税金、公共料金の滞納もある。

 2．相談に繋がった時の様子
  ・家計状況：本人年金 4.5万円、妻年金 6.4万円、計 10.9万円、支出計 13.3万円
  ・債務や滞納：年金担保あり。ヤミ金あり。滞納金額は把握できていず不明

  ・困窮の原因：妻が平成 19 年に脊髄症を患い寝たきりとなり、妻の介護のため仕事
を辞めた。収入が減る一方で、病気入院の費用等が嵩み、ヤミ金を利用。取立てが

厳しく家計が回らなくなり、ガスが止められ、ヤミ金の電話に怯え、所持金も食べ

ものもない状態となった。冷蔵庫、洗濯機、エアコンもない状態。

３．支援内容

  ・家庭訪問、家計表作成。食糧支援とヤミ金対応のため法律家への同行を行なう。

・後日、滞納金の支払い計画をたて、役所の協力も得て、分割納付を相談。 

・キャッシュフロー表で家計が赤字になる月を調べ、貸付斡旋で無事クリアー。

４．効果と相談者の変化

  ・ヤミ金の取立てが止まり、安心して生活できるようになった。

・一番大変な月を小額の貸付（6万円）で乗り切り、返済も終了。
  ・滞納金の分割納付の相談が出来、年金担保終了後は完済できる見通しが立った

  ・収入の波が家計のリズムを狂わせていることが分かり、家計管理が可能になり、計

画的な支出を心掛けることが出来る様になった。

３２歳女性 （夫、小学生の子ども1人の3人暮らし）――社協からの紹介 

１． 主訴

・住宅の家賃が高く、水周りが劣悪なため、転居をしたいが、移転費用が無い。

・借金、滞納があり生活が回らない。

２．相談に繋がった時の様子 

・家計状況：本人、夫合わせて月約２３万円、月支出：２７万円、約４万円の赤字

・債務・滞納：債務は４件で８０万円、滞納は家賃、保育料、公共料金など

・困窮の原因：本人が産後の肥立ちが悪く、就労できない期間があったことや夫が派

遣で収入が安定せず、借金や滞納が膨れ上がり、生活できなくなった。同居してい

た父が病気のため長期入院し、父の援助を当てにできなくなったことも影響した。

３．支援内容

・家計表（相談時・計画）を本人と共に作成し、２回目からはご主人も一緒に面談。

・キャッシュフロー表を作成し、転居費用等として総合支援資金などの斡旋。家賃、

保育料、公共料金などの分割支払いの相談。

４． 効果と相談者の変化

・夫が正規職員となり増収を図り、本人も就労時間を増やし収入が安定。転居も実現。

・家計管理ができるようになり、やりくりも進み、経費も削減でき、生活が安定。貯

蓄も開始。

・滞納解消の目処が立ち、気持ちが前向きになり、家族旅行も実現できた。

以 上
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講義4・演習1 

以下の（１）（２）の設問に答えてください。

（１）このビデオを見て、家計相談支援員として相談者のどのような言葉をあなたは大切

にしたいと思いましたか？

大切にしたいと思った言葉をそれぞれ 3つ書き出し、大切にしたいと思った理由を
書いてください。

＜64歳男性の事例で大切にしたいと思った言葉とその理由＞
①

②

③

＜32歳女性の事例で大切にしたいと思った言葉とその理由＞
①

②

③

（２）このビデオを見て、家計相談であなたが日常出会っている相談者のイメージと違う

と感じたことがありますか？それはどのように違っていましたか

講義4・講義 

（３）家計相談支援とは何か

１）２つの事例の家計相談支援のポイントについての解説

２）家計相談支援の対象者について
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２. 家計相談支援の役割 
（１）相談者が抱えている背景にある問題が、家計相談から見える 

お金の問題 
・借金の返済 

・税金の滞納 

・電気代、水道料金の滞納 

・市営(町営)住宅家賃滞納 

・保育料の滞納 

・校納金の滞納 

・国民健康保険の滞納 

・国民年金の滞納 

・介護保険料の滞納 

背景に家族の問題が 
・家族に障がい者（又は精神障が

い者）がいるが、必要な支援を

受ける方法が分からない。 

・家族にうつ症状・対人不安・パ

ニック障がい・発達障がいがあ

る。 

・ＤＶ（家庭内暴力）被害がある。

・ギャンブル・アルコール等依存

症を抱える家族がいる。 

・ひきこもり、登校拒否等の家族

がいる。 

・認知症の家族を抱えている。 

・家族が生活費を入れない、また

は生活費をあてにされている。

よくある生活再生相談 
・多重債務で借金がふくれ、生活費が足りない。

・生活保護受給ができないと言われた。 

・就労が出来ず収入がない。 

・家賃が払えず、ホームレスになった。 

・電気・ガス・水道代などが支払えず、ライフ

ラインが止まりそう。 

・家賃が支払えず、退去命令がでている。 

・保護費を落として困っている。 

・仕事が決まったが、それまでの生活費が不足

している。 

・母子家庭で今の収入では生活費が足りない。

・滞納や借金をまとめて返済して、月の支払を

少なくしたい。 

・子どもの入学金が足りない。 

・お金がなく、車税の支払いや車検が出来ず困

っている。 

・身内の冠婚葬祭のためのお金がない。 

・家賃が安いところに引越ししたいが引越しの

資金がない。 

背景には本人の精神的な課題など 
・対人関係や就労への不安を抱えている。 

・面談をする中で、うつ症状や対人不安や発達障

がいが見受けられる。 

・病気を抱えているが病院に通院できていないな

ど。 

・家族との共依存関係など。 

・虐待、育児ノイローゼなど。 

・独居高齢者で支援が必要。
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（２）相談内容のうち家計相談支援で解決していく内容 

（３）家計相談支援が効果的な役割を果たすと思える事例 
以下のどれか一つでも該当すれば、効果的に作用すると思われる。 

① 多重債務もしくは過剰債務を抱え、返済が困難になっている人 

② 債務整理を法律専門家に依頼した直後や債務整理途上の人 

③ 収入よりも生活費が多くお金が不足がちで、借金に頼ったり、支払いを滞らせざ 

  るを得ない人 

④ 収入が少なかったり波があるが、生活保護の対象とならず、家計が厳しい状態の 

 人 

⑤ 家族で家計について話したことがなく、それぞれが勝手にお金を使っている人 

⑥ カードに頼って生活や買い物をして、いくら借金があるのか把握していない人 

⑦ 収入はあるが、家賃をはじめ、水道光熱費、校納金、給食費、保育料などの滞納 

を抱えていたり、税金などを延滞している人 

⑧ 就労先が決まったが、収入が得られるまで時間がかかり、生活資金の貸付を予定 

している 

⑨ 児童扶養手当や年金の支給など月単位の収入ではなく２～４か月単位の収入があ 

り、支出も月単位で変化があり、家計管理が難しい人 

  ⑩ 生活保護受給者であるが就労収入や年金収入があり、保護費減額などにより収入 

管理が難しい人 

ただし、上記の状況の発生が病的な障がいなどに起因する場合や相談者の管理能力のは

なはだしい欠如などにより発生していると思える場合、何らかの心理的背景があり家計を

維持したり管理すること自体を拒否されている場合などは、家計相談支援と同時に、そも

そもの課題を解決するための支援も同時に必要となる。 

それは、家計相談支援は相談者の意思と相談者の理解に基づき家計を再生することを支

援するというのが基本であるため、相談者の能力が伴わない場合は専門機関との連携や別

の方策を検討する必要があるからである。 

家計収支の改善のために収入や支出の見直し

借金以外のお金の問題
・税金の滞納   ・電気代、水道料金の滞納

・市営（町営）住宅の家賃滞納 ・保育料の滞納 

・校納金の滞納   ・国民健康保険の滞納 

・国民年金の滞納   ・介護保険料の滞納 

借金や生活資金不足
・一時的な生活資金不足 

・住宅ローン、自動車ローン、学資ローンなどの債務 

・クレジットの物品ローン、消費者金融からの債務など 

< 6 >



３．家計管理・出納管理と金銭管理の違い

（１）家計管理・出納管理の分野 

家計管理や出納管理の分野は「家計を管理したいがどうすれば良いかわからな

い」「何故だかわからないが家計が成り立たないので何とかしたい」などの家計の

収支に課題があることが意識でき、問題への解決意思のある人を対象とする。

① 年単位での家計管理を指導する

将来にわたるそのご家庭の家計収支の動きを把握し、どのように家計を維持

していくのか、どのような生活をしていくのかをアドバイスする。3～5 年
のスパンでの計画を立てる。子どもの多い家庭は特に有効。

② 1ヵ月単位の家計管理の方法を指導する
1ヵ月の家計収支の予算が決まったら、その予算内でどのように生活するか
をアドバイスし、相談者のやる気につなぐ。1ヶ月は家計相談支援の基本的
な家計収支の単位で、ほとんどの相談者に適用する。1ヶ月を単位に出納管
理のツールの紹介なども行う。

③ 出納管理で節約術をアドバイスする

アドバイスに基づいて生活してみても予算内で生活できない場合は、レシー

トなどを集め、その内容も含め見直し、購入品に偏りがないか無用な買い物

がないかを相談者と一緒に相談し、節約のための自覚を促す。

（２）金銭管理の分野 

何らかの障がいや課題を抱えているため、例えばお金の管理をしたいと思ってい

ても自分では抑制が効かない、もしくは困り感がなくほとんど家計管理ができない

人を対象とする。

① 権利擁護の日常生活自立支援を利用

② 成年後見制度の利用

③ 成年後見制度の利用や権利擁護には該当しないが、契約に基づき金銭管理支援

が必要で、より密着した支援を行う。日常生活費の週単位での管理、日々での

管理など、取り組み方は多様。
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